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我
々
は
、
平
成
元
年
一
月
二
十
七
日
、
総
理
か
ら
、
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
等
を
契
機
と
す
る
国
民
の
政

治
不
信
が
高
ま
り
を
み
せ
る
中
で
、
当
面
の
問
題
へ
の
対
応
と
と
も
に
、
中
長
期
的
展
望
に
立
っ
た
政

治
改
革
の
理
念
と
改
革
の
方
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
要
請
を
受
け
た
。 

 

当
会
議
は
、
今
日
ま
で
八
回
に
わ
た
り
会
合
を
開
催
し
、
国
民
に
信
頼
さ
れ
る
議
会
制
民
主
主
義
を

確
立
す
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
自
由
な
立
場
か
ら
議
論
を
積
み
重
ね
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
以
下

の
提
言
は
、
現
在
の
状
況
下
に
お
い
て
我
々
の
意
見
が
お
お
む
ね
合
致
し
た
と
こ
ろ
を
座
長
の
責
任
に

お
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
六
十
年
に
衆
・
参
両
院
自
ら
が
決
定
し
た
政
治
倫
理
綱
領
さ
え
守
ら
れ
て
い
れ
ば
、
今
回
の
よ

う
な
政
治
腐
敗
は
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
今
や
、
政
治
倫
理
と
健
全
な
議
会
制
民
主
主
義
の
建

設
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
、
総
理
が
、
こ
の
提
言
を
十
分
尊
重
し
て
、
政
府
及
び
国
会
に
お
い

て
政
治
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
の
実
現
に
向
け
て
、
最
大
限
の
努
力
を
払
う
よ
う
強
く
希
望
す
る
。 
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提 

言 

  

一 

緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置 

 
 

リ
ク
ル
ー
ト
問
題
の
よ
う
な
不
祥
事
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
非
公
開
株
式

の
取
引
、
パ
ー
テ
ィ
券
の
購
入
等
に
係
る
問
題
点
を
是
正
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
資
金
の
公
私
の

区
分
の
徹
底
と
収
支
の
透
明
性
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
又
は
各
政
党
に
よ
る
決
定
、
あ
る
い
は

各
政
党
間
の
協
議
に
よ
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
緊
急
に
措
置
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

① 

閣
僚
等
の
資
産
公
開
の
政
善
・
強
化 

 
 

閣
僚
等
（
閣
僚
、
内
閣
官
房
副
長
官
（
政
務
）
及
び
政
務
次
官
）
と
そ
の
一
定
範
囲
の
家
族
に
つ 

い
て
資
産
公
開
、
辞
任
す
る
際
も
資
産
公
開
を
実
施 

② 

閣
僚
等
の
株
式
取
引
の
自
粛
等
、 

 
 

閣
僚
等
の
株
式
等
・
不
動
産
・
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
の
取
引
の
自
粛
と
保
有
株
式
等
の
信
託
銀
行
へ 

の
信
託 

③ 

国
会
議
員
の
政
治
資
金
と
そ
の
他
の
資
金
の
区
分
の
明
確
化
・
政
治
資
金
の
透
明
性
の
確
保 

 
 

資
産
公
開
の
実
施
等
公
私
の
区
分
の
徹
底
、
政
治
資
金
の
運
用
範
囲
の
制
限
・
公
開
基
準
の
見
直 

し
、
国
会
議
員
の
非
公
開
株
式
取
引
の
自
粛 

④ 

パ
ー
テ
ィ
の
規
制 

 
 

パ
ー
テ
ィ
の
開
催
主
体
・
開
催
回
数
等
の
制
限
、
パ
ー
テ
ィ
券
購
入
の
上
限
の
設
定
、
公
務
員 

に
よ
る
パ
ー
テ
ィ
券
の
購
入
の
あ
っ
せ
ん
の
禁
止 

⑤ 

冠
婚
葬
祭
等
へ
の
寄
附
規
制
の
強
化 

 
 

現
在
禁
止
さ
れ
て
い
る
冠
婚
葬
祭
等
へ
の
寄
附
に
つ
い
て
、
罰
則
規
定
の
新
設 

⑥ 

政
治
倫
理
綱
領
の
実
効
性
の
確
保 

 
 

政
治
倫
理
綱
領
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
法
制
化
の
検
討 

⑦ 

リ
ク
ル
ー
ト
コ
ス
モ
ス
社
の
非
公
開
株
式
の
売
却
益
の
社
会
公
共
へ
の
還
元
等 
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二 

中
長
期
的
に
改
革
す
べ
き
事
項 

  

上
記
の
改
革
に
加
え
て
、
健
全
な
議
会
制
民
主
主
義
の
原
点
に
立
ち
帰
り
、
国
民
の
期
待
に
応
え
る

政
治
を
実
現
し
う
る
政
治
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
金
の
か
か
ら
な

い
政
治
活
動
の
実
現
、
政
策
を
中
心
と
す
る
選
挙
の
実
現
、
一
票
の
格
差
の
是
正
等
を
図
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
総
理
に
は
、
政
府
の
選
挙
制
度
審
議
会
、
与
党
の
政
治
改
革
委
員
会
の
意
見
等
を
踏
ま
え

つ
つ
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
迅
速
に
政
党
間
で
の
協
議
を
進
め
、
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て
最
大
限
の

努
力
を
払
わ
れ
た
い
。 

 

な
お
、
来
年
秋
に
は
国
会
開
設
百
年
を
迎
え
る
の
で
、
そ
の
時
点
ま
で
に
具
体
的
な
改
革
が
逐
次
実

現
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。 

 

ま
た
、
よ
り
よ
き
制
度
を
つ
く
る
た
め
、
「
緊
急
に
講
ず
べ
き
措
置
」
で
と
り
あ
げ
た
事
項
の
う
ち

で
も
、
政
治
資
金
の
透
明
性
の
確
保
等
は
、
中
長
期
に
わ
た
っ
て
も
検
討
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。 

 

① 

衆
・
参
両
院
の
定
数
の
在
り
方 

 
 

総
定
数
の
全
面
的
な
見
直
し
、
民
意
の
適
確
な
反
映
が
可
能
な
一
票
の
格
差
の
是
正
、
第
三
者
機

関
に
よ
る
定
数
是
正
制
度
の
新
設 

② 

選
挙
区
・
選
挙
制
度 

 
 

金
の
か
か
ら
な
い
政
策
中
心
の
選
挙
の
実
現
、
公
営
選
挙
の
拡
大
、
秘
書
・
事
務
所
数
の
在
り
方
、

選
挙
違
反
に
対
す
る
連
座
制
を
含
む
罰
則
強
化
、
当
選
無
効
手
続
の
迅
速
化 

③ 

政
治
献
金
の
在
り
方 

 
 

政
党
中
心
の
政
治
運
営
と
い
う
基
本
に
立
っ
た
個
人
献
金
・
企
業
献
金
・
労
働
組
合
等
の
献
金
の

在
り
方 

④ 

政
治
資
金
の
透
明
性
の
確
保 

 
 

政
治
資
金
の
収
支
明
細
の
公
表
、
監
査
制
度
の
活
用
、
政
治
家
一
人
当
り
の
政
治
団
体
の
数
の
制 

 
 

 
 

限 

⑤ 

政
党
法
、
政
党
へ
の
公
的
助
成
の
在
り
方 

 
 

政
党
の
法
的
地
位
、
政
党
の
財
政
的
基
盤
の
充
実
の
在
り
方 

⑥ 

国
会
運
営
の
在
り
方 

 
 

「
言
論
の
府
」
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
、
い
わ
ゆ
る
「
国
対
政
治
」
の
是
正
、
効
率
的
な
議
事
運
営 

⑦ 

参
議
院
制
度
の
改
革 

 
 

参
議
院
制
度
の
在
り
方
の
検
討 
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⑧ 
政
治
浄
化
運
動 

 
 

国
民
と
政
治
家
が
と
も
に
議
論
し
、
推
進
す
る
政
治
浄
化
運
動 

⑨ 

地
方
政
治
の
改
革 

 
 

地
方
政
治
に
つ
い
て
も
、
上
記
に
準
じ
て
改
革 

  

三 

提
言
の
実
施
に
当
た
っ
て 

  

（
政
治
改
革
） 

 

政
治
家
は
、
「
政
治
倫
理
綱
領
」
に
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
国
民
の
信
頼
に
催
す
る
よ
り
高
い

倫
理
的
義
務
に
徹
し
、
政
治
不
信
を
招
く
公
私
混
淆
を
断
ち
、
清
廉
を
持
」
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

リ
ク
ル
ー
ト
問
題
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
国
民
が
政
・
官
・
財
の
間
に
構
造
的
な
癒
着
が
生
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
今
回
政
治
不
信
が
大
き
く
拡
大
し
た
背

景
で
あ
る
。 

 

特
に
、
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
の
関
係
者
と
し
て
政
府
及
び
与
党
幹
部
等
の
名
前
が
出
て
、
社
会
を
大
き

く
騒
が
せ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
や
、
幾
多
の
先

人
の
努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
り
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
議
会
制
民
主
主
義
や
政
党
政
治
は
、
そ
の
土
台

を
大
き
く
突
き
崩
さ
れ
か
ね
な
い
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
っ
て
い
る
。 

 

政
治
家
に
と
っ
て
国
民
の
尊
敬
と
信
頼
が
最
高
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
政
治
家
が
政
界
内
部

に
の
み
配
慮
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
民
の
常
識
と
遊
離
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

政
治
腐
敗
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
政
治
倫
理
、
す
な
わ
ち
、
国
民
の
常
識
を
無
視
す
る
こ
と
か
ら
生
ず

る
。 

 

政
治
倫
理
が
乱
れ
た
最
大
の
原
因
は
、
政
治
に
金
を
か
け
す
ぎ
た
こ
と
に
あ
る
。
政
治
に
金
が
か
か

る
実
情
を
み
る
と
、
情
報
収
集
や
政
策
立
案
と
い
っ
た
国
会
議
員
に
本
来
期
待
さ
れ
て
い
る
政
策
活
動

に
充
て
ら
れ
る
も
の
は
僅
か
で
あ
り
、
冠
婚
葬
祭
や
後
援
会
活
動
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
地
盤
培
養
の
た
め

の
経
費
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
政
治
に
金
の
か
か
る
の
は
、
政
治
家
側
の
責
任
の
ほ
か
に
選
挙
制
度
等
の
制
度
的
な
問

題
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
民
の
一
部
に
政
治
家
に
対
す
る
タ
カ
リ
と
い

っ
た
我
が
国
の
慣
行
に
根
ざ
す
悪
し
き
面
の
現
れ
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
政

治
倫
理
の
確
立
は
、
政
治
家
全
体
の
行
動
原
理
に
帰
着
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
制
度
面
か
ら
の
改
革

も
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
の
側
に
お
い
て
も
、
政
治
腐
敗
を
も
た
ら
す
よ
う
な
こ
と
を
政
治
家

に
求
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
心
掛
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 
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（
山
積
す
る
政
治
課
題
へ
の
取
組
） 

 

同
時
に
、
国
民
が
期
待
し
て
い
る
政
治
改
革
は
、
選
挙
制
度
や
政
治
資
金
制
度
等
、
い
わ
ゆ
る
政
治

制
度
そ
の
も
の
を
改
革
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
民
福
祉
の
向
上
や
国
際
社
会
へ
の
貢
献
等
を
図

る
政
治
の
実
現
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
付
言
す
れ
ば
、
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
、
東
京
一
極
集
中
の
是
正
と
地

域
の
活
性
化
、
資
産
格
差
の
拡
大
へ
の
対
応
等
、
国
民
が
政
治
に
期
待
し
て
い
る
課
題
は
少
な
く
な
い
。 

 

国
民
に
夢
を
与
え
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
施
策
の
実
施
、
国
民
が
共
同
し
て
負
担
し
て
い
く
心
構

え
、
こ
の
た
め
の
政
治
上
の
手
だ
て
と
い
っ
た
、
国
民
全
体
の
立
場
に
立
っ
た
政
策
面
に
お
け
る
改
革

を
心
が
け
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。 

 

（
結 

語
） 

 

竹
下
総
理
は
、
こ
の
た
び
、
総
理
大
臣
を
辞
任
す
る
決
意
を
表
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
我
々

は
こ
の
決
断
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
に
対
し
一
つ
の
け
じ
め
を
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
提
言
に
沿
っ
て
政
治
改
革
を
緒
に
つ
け
る
こ
と
こ
そ
け
じ
め
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
政
治
の
最
高
責
任
者
と
し
て
、
竹
下
総
理
が
国
民
に
対
し
今
後
の
政
治
改
革
に
つ
い
て
の
筋
道

を
早
急
に
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
次
期
総
理
に
対
し
て
も
引
き
続
き
政
治
改
革
に
熱
意
を
も
っ
て
取
り

組
ま
れ
る
よ
う
強
く
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。 

 


